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評
価
委
員
会
で
は
、
二
十
一

　
　
　
　

年
度
目
標
に
対
す
る
十
九
年
度

　
　
　
　

実
績
を
、
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
の
三
段

　
　
　
　

階
で
評
価
し
ま
し
た
。

　

評
価
結
果
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
事
業

の
推
進
に
反
映
し
て
い
き
ま
す
。
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 ⇒

目
標
を
達
成
し
た
も
の
。

　
　
　
　
　

事
業
内
容
や
制
度
が
拡
大
し

　
　
　
　
　

た
も
の
。
数
値
的
な
成
果
と

　
　
　
　
　

し
て
伸
び
が
あ
り
、
前
進
が

　
　
　
　
　

あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
も
の
。
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�
�
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⇒

事
業
内
容
に
変
化
が
な
く

　
　
　
　
　

維
持
継
続
し
て
行
っ
た
も
の
。
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◆急速な少子化の進行と、子育て家庭を取り巻く環境の変化に対
　応し、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される
　社会づくりに向けて、市町村では行動計画の策定が義務付けら
　れています。
◆市では、平成12年度から進めていた「児童健全育成計画（エンゼ
　ルプラン）」を発展的に見直して、次世代育成支援として市が取
　り組む対策や達成目標を定めて行動計画を策定しました。
◆この計画は、５年を１期として定めるものとされており、平成
　17年度から21年度までを前期計画の期間とし、後期計画は前期
　計画の必要な見直しを行ったうえで、21年度中に策定します。
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２カ所、
10人/日

４カ所、20人/日
(２カ所、10人/日)

１カ所、
５人/日������

１カ所
協力会員数の増加

１カ所、
協力会員211人
(１カ所、

協力会員189人)

１カ所、
協力会員92人
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６カ所６カ所
（６カ所）５カ所�������	�

４カ所、
拠点１カ所

４カ所
（４カ所）３カ所�����

６カ所、
拠点１カ所

６カ所
（６カ所）６カ所�������	�

６カ所、
拠点１カ所

６カ所
（６カ所）６カ所����

２カ所、
拠点１カ所

１カ所
（２カ所）２カ所����

１カ所１カ所
（１カ所）―��������

10カ所11カ所
（10カ所）９カ所������

10カ所11カ所
（10カ所）９カ所������

１カ所検 討
（ 検 討 ）―����������

８カ所８カ所
（８カ所）８カ所
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過
去
か
ら
実
施
し
て
い
て
、

　
　
　
　
　

状
況
が
変
わ
ら
な
い
も
の
。
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目
標
が
達
成
で
き
な
か
っ

　
　
　
　
　

た
も
の
。
事
業
内
容
や
制
度

　
　
　
　
　

が
後
退
し
た
も
の
。
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 空き店舗を活用した
 子育て支援、児童手当

42
（39）

47
（44）�
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 園庭開放、体験保育、
 子育てグループの育成

53
（56）

59
（62）�

 カウンセリングセンターの  
 相談、健康福祉フェアの休止

5
（5）

6
（6）�

 子育て支援パンフレットの  
 作成、乳幼児医療費助成

43
（41）

22
（21）�
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 妊産婦・新生児訪問、
 救急医療体制の充実

43
（45）

22
（23）�

 心身障害児・母子家庭等
 医療費助成

14
（14）

7
（7）�

 学校評議員制度の拡充、児童
 センターの情報提供

39
（36）

60
（56）�
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 児童館の充実、 公園等の整備、
 環境浄化活動

51
（54）

78
（83）�

 自然学習が身近にできる
 環境作り、金曜シネサロン

10
（10）

15
（16）�

 通常･延長･一時保育拡充、
 留守家庭児童会受け入れ

51
（43）

18
（15）�
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 幼稚園と保育所の連携・
 交流、就労支援の情報提供

40
（49）

14
（17）�

 夜間保育、病児・病後児保育、
 休日・年末保育

9
（8）

3
（3）�

 施設等のユニバーサルデザ  
 イン化、夜間交通安全の確保

56
（33）

10
（6）�
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 住宅に関する情報提供、
 通学路等の維持補修

44
（61）

8
（11）�

―0
（6）

0
（1）�

―43
（38）

157
（142）�

����

―49
（53）

181
（196）�

―8
（9）

31
（33）�

―100
（100）

369
（371）��
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自
分
の
身
体
に
つ
い
て
、
あ

　
　
　
　
　
　
　

な
た
は
ど
れ
だ
け
知
っ
て
い
ま

　
　
　
　
　
　
　

す
か
？
ま
た
、
自
分
の
身
体
に

　
　
　
　
　
　
　

関
す
る
こ
と
を
、
自
分
で
決
定

　
　
　
　
　
　
　

で
き
て
い
ま
す
か
？ 

　
　
　
　
　
　
　
　

最
近
は
、
女
性
の
が
ん
を

　
　
　
　
　
　
　

テ
ー
マ
に
し
た
映
画
や
小
説
も

　
　
　
　
　
　
　

よ
く
見
ら
れ
ま
す
し
、
が
ん
検

診
率
ア
ッ
プ
の
啓
発
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
も
さ
れ
て
い

ま
す
。
し
か
し
現
状
で
は
、
欧
米
の
多
く
の
国
で

七
割
・
八
割
に
達
す
る
乳
が
ん
・
子
宮
が
ん
の
検

診
率
は
、
日
本
で
は
わ
ず
か
二
割
程
度
で
す
。

　

自
分
の
身
体
は
自
分
が
よ
く
知
っ
て
い
る
と
思

い
が
ち
で
す
が
、
仕
事
・
家
事
・
育
児
な
ど
日
々

の
生
活
に
追
わ
れ
る
現
代
女
性
は
、
病
気
に
な
ら

な
い
限
り
、
自
分
の
健
康
に
目
を
向
け
る
余
裕
が

な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
、
専
業
主
婦
や

非
正
規
で
働
い
て
い
て
定
期
健
診
を
受
け
る
環
境

に
な
い
と
、
病
気
の
発
見
が
遅
れ
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
。
ま
た
女
性
は
、
社
会
か
ら
「
家
族
を
世
話

す
る
役
割
」
を
求
め
ら
れ
る
と
い
う
性
別
役
割
分

担
が
あ
る
た
め
、
家
族
の
健
康
を
優
先
し
て
自
分

の
健
康
が
後
回
し
に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

リ
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
・
ヘ
ル
ス
／
ラ
イ
ツ
が
お

び
や
か
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
Ｄ
Ｖ
の
性
的
暴
力

（
性
的
行
為
の
強
要
、望
ま
な
い
妊
娠
・
中
絶
・
出
産

な
ど
）や
、
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
な
ど

が
あ
り
ま
す
。
世
界
に
目
を
向
け
る
と
、
宗
教
や

古
く
か
ら
の
慣
習
に
よ
り
、
こ
と
性
に
関
す
る
女

性
の
人
権
が
守
ら
れ
て
い
な
い
地
域
が
多
く
存
在

し
ま
す
。

　

県
の
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー
で
は
、
専
門
家

が
女
性
の
健
康
相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
の
で
、
こ

う
い
う
も
の
を
利
用
し
て
、
自
分
の
身
体
と
向
き

合
う
き
っ
か
け
に
し
て
み
ま
せ
ん
か
。
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 女 と
ひと

 男 の参画メール
ひと
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　ウィザスあしやフェスタのポスターのイメージマークにみんなの夢の色をつ
けてみませんか？子どもから大人まで年齢に関係なく、ぬり絵にチャレンジ！
�����　“ウィザスあしやフェスタ”ポスターのイメージマークのぬり絵
�����　１月15日～２月16日　�����　子どもから大人まで（１人１点）
�����　男女共同参画センター・図書館・市役所北館１階行政情報コーナー
などに配置しています　������ぬり絵作品を男女共同参画センターへ持
参　���　３月８日（日）フェスタ会場で　��　ウィザス賞１点ほか

�

������������������ �������	
� ���������������	��

�������
�������	
���������������������������������	�

�������	
����������	
����
���　２月９日～３月２日（月）午前９時30分～11時30分＜全４回＞　���　市民セ
ンター 217室　���　ワード2007の入ったビスタ・ノートパソコンを持参できるかた
���　富田泰子氏　���　18人　����　1,300円と本代
�������	
��������������
���　２月14日～３月14日（土）午前９時30分～11時30分＜全５回＞　���　市民セン
ター217室　���　フォトショップ・エレメンツ５～７が入ったWindowsのノートパソコ
ンを持参できるかた　����片山綾子氏　���　18人　����　2,500円と本代
�������	
��������������	
　
���　２月12日～３月５日（木）午前10時～11時30分＜全４回＞　���　市民センター
401室　���　「バッキンガム宮殿」「大学の街・ケンブリッジ」ほか　���　アメリ
カン大学大学院客員教授・芝垣哲夫氏　���　60人　����　1,300円
�������	��������	
���
���　２月17日～４月28日（火）午前８時40分～午後５時＜全11回＞　���　健康作
り・友達作りを目指して「柳生街道」「吉野桜」「暗峠から枚岡梅林」などへ毎回11ｋｍ程度
を歩く（中級者向け）　���　30人　����　2,500円（交通費別）
��������������������	
����������	
������
��������������	
������

　�������	
���������������������� !�"#$�
　震災から学んだ「助け合いの大切さ」を、自然災害への備えに生かした“フェニックス
共済”に、ぜひ加入しましょう。
������������年額5,000円（初年度月500円）　���������年額2,400円×
マンションの住戸数　＊複数年一括支払いによる割引があります。
����　住宅が半壊以上の被害を受けた場合（一部損壊は対象外）
����〈再建・購入〉600万円/〈全壊で補修〉200万円/〈大規模半壊で補修〉100万円/〈半壊で
補修〉50万円/〈再建・購入・補修をしない場合〉10万円
������〈全壊・大規模半壊、半壊で建替・再建〉300万円×新たなマンションの住戸数/
〈全壊で補修〉100万円×加入時の住戸数/〈大規模半壊で補修〉50万円×加入時の住戸数/
〈半壊で補修〉25万円×加入時の住戸数
�����　県庁・県の出先機関・市役所等にある申込書に必要事項を記入し、郵送で

�����　１月19日～30日　���　 ①現在、住宅に困っているかた②現に居住し、
また同居しようという親族のいるかた ③収入基準を満たしているかた④申込者が県内
に在住あるいは勤務場所を有しているかた　�������　１月16日（金）から市役所
北館受付・住宅課・ラポルテ市民サービスコーナーで配布　�����　入居申込書に必
要事項を記入し、郵送で上記へ。※１月30日〈消印有効〉、２月２日（月）＜必着＞で。
��������　�������	
����������① 新婚・子育て世帯② 母
子・父子世帯③ 多子世帯④ 県外被災者／�������	
�������
���／
���������	
�����������������������������
�������	
������������
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　平成４年12月に導入した消防ポンプ自動車
が、ＮＯＸ・ＰＭ法により使用できなくなるた
め、平成20年度事業で購入し、12月４日付で精
道分団に配備しました。
　この消防ポンプ自動車は、10人乗り４トン
シャーシーを
ベースに、ポン
プ性能Ａ－２級
を装備し、照明

装置を強化し、消防団の機動力の充実と迅速化を
図りました。
※なお、車両の購入には、平成20年度石油貯蔵施
　設立地対策等交付金を充当しました。
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�������������

����　２月４日（水）午後２時～
　　　　　３時30分（１時30分開場）
�����ルナ・ホール　
����　「上方芸能」発行人
　　　　　　　　　　・木津川　計氏
����　500円
　　　　　＊当日午後０時30分から
　　　　　　　　会場で販売します
�����　不要。直接会場へ
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　ある日突然、かけがえのない妻に認知症
の兆候が現れだした。その時、夫は…。
　主演は雪村いづみ、上方落語界の重鎮・
三代目桂春團治。
���　１月24日（土）
①午前10時30分～午後
０時20分②午後１時30
分～３時20分　■��
上宮川文化センター３
階ホール　■��　各
回・先着150人　

　冬の星空を観察
してみませんか。
惑星の観察や今年
の天文現象のお話
など、多くの話題
で皆さんのおいで
をお待ちしています。中学生以下のかたは
保護者同伴で、温かい服装でお越しください。
���　１月24日（土）午後６時30分～８時
30分　■���市民センター 401室　■�
��先着50人　■����　１月23日（金）
午後５時15分までに下記へ
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　阪神間都市計画区域の整備、開発および保全の方針（都市計画区域マ
スタープラン）、区域区分（線引き）、用途地域、都市再開発の方針、住宅
市街地の開発整備の方針、防災街区整備方針、特別緑地保全地区の変更
案〈県決定〉、高度地区、防砂の施設の変更案、被災市街地復興推進地域
（２地区）の廃止案〈市決定〉を縦覧します。

　この案について、住民および利害関係人は、縦覧期間中に兵庫県〈県決定〉または、市〈市
決定〉に意見書を提出することができます。
�����　１月29日～２月12日〈平日の執務時間内〉
�����　都市計画課(県決定分は県都市計画課、阪神間各市で縦覧できます)

�������	
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������������������������������	

　市では、障がいのあるかたが住みなれた地域で自分らしく暮らすことができ
るように、４月からスタートする「芦屋市障害者（児）福祉計画第５次中期計画」
「芦屋市第２期障害福祉計画」の策定作業を進めています。このたび＜中間まと
め＞がまとまりましたので、次のとおり市民の皆さんの意見を募集します。
���������������
　１月15日（木）から、障害福祉課窓口のほか、市役所北館１階行政情報コーナー、
ラポルテ市民サービスコーナーに配置します。また、市ホームページでもご覧
いただけます。
�������	
���
　１月25日から２月24日（平日・執務時間内）までに、障害福祉課窓口へ持参いた
だくか、期間内に郵送・ファクス・Ｅメールのいずれかで応募してください。
　様式は問いませんが、テーマ（件名）・住所・氏名（団体等は名称・代表者氏名）・
電話番号を明記し、下記へ提出してください。
※電話・窓口での口頭によるご意見は、受け付けていません。
※ご意見は、市の見解とともに、市ホームページで公表（氏名等は非公表）予定。
※個別の回答はしませんので、ご了承ください。
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　水質検査計画の適正化や透明性を確保するため、水源の特性など本市の地域
性を踏まえ、検査の地点・項目・頻度とその理由などを明記した平成21年度「水質
検査計画」を策定します。このたび計画案がまとまりましたので、市民の皆さん
の意見を募集します。
�����������
　１月15日（木）から、水道部窓口のほか、市役所北館１階行政情報コーナー、
ラポルテ市民サービスコーナーで配布します。また、市ホームページでもご覧
いただけます。
�����
　市内在住・在勤・在学のかた、または市内に本支店・営業所のある法人
�������	
���
　１月26日から２月25日（平日・執務時間内）までに、障害福祉課窓口へ持参いた
だくか、期間内に郵送・ファクス・Ｅメールのいずれかで応募してください。
　様式は問いませんが、テーマ（件名）・住所・氏名（団体等は名称・代表者氏名）・
電話番号を明記し、下記へ提出してください。
※電話・窓口での口頭によるご意見は、受け付けていません。
※ご意見は、市の見解とともに、市ホームページで公表（氏名等は非公表）予定。
※個別の回答はしませんので、ご了承ください。
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